
令和７年度 埼玉県地域両立支援推進チーム会議 議事次第 
 

日時︓令和７年１０月８日１５︓００～１６︓３０ 
場所︓埼玉労働局雇用保険説明会場 

 
１ 埼玉労働局長挨拶 
 
２ 議題 
（１）埼玉県地域両立支援推進チーム構成員の両立支援に関する取組について 
（２）治療と仕事の両立支援に関する状況と、これからの取組について 
（３）意見交換、その他 

 
＜資料＞ 
〇埼玉県地域両立支援推進チーム令和６年度活動報告表 

 
埼玉県 産業労働部 就業支援課 障害者支援 
R7 両立支援求人チラシ【最終版】両面： 
〇「少しの配慮」で人材確保／難病のある方も少しの配慮で働くことができます！ 
 
埼玉県 保健医療部 疾病対策課 
セミナーリーフレット 
〇がんてなに？～家族や従業員で考えるがん対策～ 
 
埼玉県・さいたま市若年性認知症サポートセンター 
〇「埼玉県・さいたま市若年性認知症サポートセンターの取組」 
 
埼玉産業保健総合支援センター 
〇治療と仕事の両立支援に関する活動状況 
 
地域両立支援推進チーム事務局： 
〇様式３両立支援取組事例報告 
〇相談窓口リーフレット（改正版Ｒ7.7） 
〇埼玉県地域両立支援推進チーム規約(R7.９９.2９改正） 
〇通達（基発 0611 第１号 雇均発 0611 第１号）と資料 
〇治療と仕事の両立支援について（健康安全課長説明資料） 



埼玉県地域両立支援推進チーム令和６年度活動報告表

機関分類 構成員名称 １　各種支援施策の周知媒体の作成・連携体制の構築 ２　好事例の収集
※(取組企業情報があれば事業場名の記載、若しくはリストの添付をお願いします。）

３　セミナー・イベントの開催 ４　健康経営施策との連携 ５　その他の両立支援に関する取組 添付資料

日本労働組合総連合会埼玉県連合会
〇構成組織に対して、埼玉県や埼玉労働局で作成した各
種リーフレットやビラを配布し、周知をおこなった。

・メンタルヘルス研修会（応用編）　2024年6月
7日（金）開催
講演：「パワハラ未然防止と、判例から法的責
任等を学ぶハラスメント対策」
・メンタルヘルス研修会（基礎編）　2024年9月
18日（水）開催
講演：「メンタルヘルスの基礎（働きやすい職
場づくり）」～セルフケアと話の聴き方～〇政
策フォーラム
日　時　2025年6月3日(火)開催
講　演　テーマ：現役世代のがん患者・がん経
験者に対する支援は十分なのか？
〇メンタルヘルス研修会（応用編）
日　時　2025年6月5日(木)開催
講　演　テーマ：「仕事も充実、気持ちも充
実」できる職場にするために（ワーク・エンゲ
イジメント）～従業員自身ができること、組
合・会社が支援できること～
〇メンタルヘルス研修会(基礎編)
日　時　2025年9月25日(木)開催予定
講　演　テーマ：メンタルヘルスの基礎（働き
やすい職場づくり）～心の不調とその予防・安
心と信頼を生む聞く力～

一般社団法人 埼玉県経営者協会
関係機関からの周知要請に対し、メルマガ等により会員
向け周知協力を行った

特になし 特になし 特になし
「管理職向け仕事と介護の両立支援セ
ミナー」を開催（令和7年2月）

公益社団法人 埼玉県医療社会事業協会

各医療機関にて各々の両立支援を行っている。
周知媒体の作成はLINEオープンチャットとなるが、全て
の医療機関/協会員がエントリーしていないため、周知が
出来ているとは言い難い。
総会・学会・全体研修会等で報告・周知等を行うことを
検討していきたい。連携体制の構築についても今後理事
と検討を行う。

好事例の収集を行っていないため不明。 両立支援に特化したセミナー・イベントの開催はなし。特になし。

各医療機関にて医療ソーシャルワー
カーがケース相談として両立支援を
行っている。
医療機関によってはハローワーク出張
相談や社会保険労務士等の院内相談会
を開催している。
両立支援加算を算定している医療機関
もある。

地方独立行政法人 埼玉県立病院機構 埼玉県立がんセンター
(患者サポートセンター）

外部専門団体による院内相談会は患者・家族向けに病院
ホームページやリーフレットにて広く周知しており、院
内委員会でもスタッフの認知度を上げるため適宜周知を
図っている。
両立支援加算算定に向けて院内周知やシステム構築を現
在準備中。

好事例の収集を行っていないため不明。 両立支援に特化したセミナー・イベントの開催はなし。特になし。

医療ソーシャルワーカーがケース毎に
相談・支援を行っている。
ハローワーク大宮の出張個別相談会を
月３回１２枠実施。
社会保険労務士とファイナンシャルプ
ランナーの無料個別相談会を月１回３
枠実施している。
両立支援加算の算定を開始しているが
件数は極僅かとなっており、システム
構築を行っている最中である。

一般社団法人 埼玉県医師会 埼玉県医師会産業医研修会等での研修

一般社団法人 日本産業カウンセラー協会北関東支部
両立支援に特化した周知媒体は特にありません。
連携体制については、カウンセラー派遣先事業所ごとに
外部支援団体として連携しています。

企業情報（名称等）は開示できませんが、カウンセラー派遣先での
両立支援
を事業所内健康管理スタッフとの連携をもとに各事業所の体制に
沿った支援が実現

外部向け（一般）には開催無し カウンセラー派遣先での連携
キャリアコンサルティング事例検討
「がん治療と就労の両立支援」

埼玉県 若年性認知症サポートセンター

・企業向けリーフレット『仕事上のトラブルも、もしか
したら若年性認知症かもしれません』を作成し配布。
・一般向けリーフレット『埼玉県・さいたま市若年性認
知症サポートセンター』を作成し配布。
・仕事を継続するための情報（相談支援機関や制度等）
を収集し、情報提供や連携に活かしている

◎50代男性
　本人の上司からサポートセンターに相談。コーディネーターが会
社に訪問し、本人・同僚・上司・人事課と今後の働き方や生活につ
いて話しあった。定年まで働き続けることを目指し、継続して本
人・家族・会社からの相談に応じている。

◎50代男性
　本人の妻からサポートセンターに相談。今後の働き方について話
し合う場にコーディネーターが同席し、働く上で配慮が必要な点に
ついて説明を行った。本人、総務部担当者、東京障害者職業セン
ターのカウンセラーやジョブコーチと特定子会社を見学。特定子会
社への出向に向けて、支援を継続している。

・企業向け若年性認知症施セミナー　年１回開
催
　目的：企業の人事・労務担当者等に対し、若
年性認知症を発症してもできる限り就労を継続
することができるよう、若年性認知症の理解を
促進する。
・自立支援ネットワーク研修　年１回開催
　目的：支援に関わる専門職等に対し、若年性
認知症の人が利用できる社会資源に関する情報
や特性に配慮した日常生活上の支援、就労上の
支援等のために必要な知識・技術の理解を促進
する。

無し

・若年性認知症は治療の可能性が限ら
れているため、認知機能の低下に伴
い、業務の遂行能力が徐々に低下し、
やがては就労継続が困難になることが
多い。しかし、早期発見や早期対応に
より本人の残された能力や経験を適切
に評価・活用することで就労期間を延
長することができる。職場の理解が得
られるよう、企業からの相談に対応し
たり、企業と本人の面談に同席するな
どして可能な限り就労が継続できるよ
う支援している。

パワーポイント資
料：「埼玉県・さ
いたま市 若年性認
知症支援サポート
センターの取組」

埼玉県社会保険労務士会

・連携窓口である「総合労働相談所・年金相談セン
ター」運営委員会を開催し、「埼玉県地域両立支援推進
チームの取組に関する計画」や連携先相談窓口等につい
て、委員間で情報共有を行った。
・「相談窓口リーフレット」を当会受付に設置し、周知
を図った。

当会における取組推進のため、令和6年
度に「治療と仕事の両立支援小委員
会」設置の準備を行い、令和7年度より
本委員会を設置した。

労使機関

医療機関

外部支援機関



埼玉産業保健総合支援センター

・新規の周知媒体（リーフレット）の作成は無し
・連携体制の構築として令和6年度出張相談窓口3病院追
加（さいたま市民医療センター・さいたま赤十字病院・
埼玉県立がんセンター）
令和6年度　出張相談窓口7病院⇒10病院

・特になし

・令和6年10月2日 令和6年度第1回『両立支援
コーディネーターのための事例検討会』を開催
参加者：28名
・令和7年2月28日 令和6年度第2回『両立支援
コーディネーターのための事例検討会』を開催
参加者：25名
対象者：両立支援コーディネーター研修修了者
であり、埼玉県に勤務又は在住している方。

・協会けんぽとの連携協力協定に基づ
き、協会けんぽの会員事業所(約12,000)
へメンタルヘルス対策、両立支援等の周
知・啓発用リーフレットを送付

・両立支援出張相談窓口での主な相談
と回答について【別添資料】

治療と仕事の両立
支援に関する活動
状況

特定非営利活動法人 日本キャリア開発協会

治療がひと段落し、社会復帰を考え始めた方々
に対して　　　　　　　　　　　　　『りぼ
ら』（リハビリ＋ボランティア）を開催。仕事
のリハビリプログラムの実施

就労支援の専門家（日本キャリア開発
協会）によるキャリアコンサルタント
ガンなどの疾病経験者対象「30分無料
相談」会の実施の実施

「りぼら」リーフ
レット

埼玉県 保健医療部 疾病対策課

・県疾病対策課のホームページに、埼玉産業保健総合支
援センターの両立支援のホームページのリンクを掲載し
ている。
・働くがん患者のためのワンストップ相談事業（月２
回・夜間に看護師・医療ソーシャルワーカー・両立支援
促進員に相談できる事業）は、対面・電話・オンライン
で相談受付中。これを受けて、県ホームページでの広報
のほか、県内の病院へのチラシの配布を行った。
・がん検診受診促進宣言事業所登録制度（従業員に対す
るがん検診受診勧奨や治療と仕事の両立支援について、
企業が宣言するもの）について、県と協定する企業を通
じて周知した。

・県とがん啓発・がん検診受診率向上に向けた
包括的連携協定を締結している企業・団体が集
まる検討会議にてセミナーを開催。
・R6.9.6 「がんってなに？～家族や従業員で考
えるがん対策～」（県民向けセミナー）を開
催。

・商工会議所等の経済団体及び、労働
組合や社会保険労務士会などの労働関
係団体へ伺い、県の事業（がんワンス
トップ相談、受診促進宣言等）を紹介
した。

セミナーリーフ
レット（がんてな
に？ー家族や従業
員で考えるがん対
策ー）

埼玉県 産業労働部 雇用・人材戦略課
当課ホームページに両立支援推進チーム特設ページのリ
ンクを掲載している。

特になし
11～12月の埼玉県労働セミナー（事業者向け）
にて受講者にリーフレットを配布予定

特になし 特になし

埼玉県 福祉部 地域包括ケア課

若年性認知症の方に関する各種相談窓口やパンフレット
をホームページに掲載
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0609/ninchisyosesak
u/jakunen.html

なし

「世界アルツハイマーデー」記念講演会の開催
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0609/ninchi
syosesaku/alzheimer.html

各地域で若年性認知症カフェやつどい・家族交
流会を開催
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0609/ninchi
syosesaku/jakunen.html

なし なし

「仕事上のトラブ
ルも、もしかした
ら若年性認知症が
原因かもしれませ
ん」リーフレット

埼玉労働局 健康安全課窓口に両立支援卓上アクリルスタンドを設置

令和７年９月１０日にエアロトヨタ株式会社へ訪問、チームメン
バー２名労働局３名出席、両立支援ハンドブックの作成や新入社員
研修、新規管理職登用時研修時に、がんり患者３名の体験談の講話
を実施、今後の取組として３０代研修を予定、職場内の両立支援の
理解を深め、支援を円滑に行うものとする。

〇両立支援取組事例報
告
〇チーム規約
（R7.9.29改）
〇周知リーフレット２
種
〇通達（基発0611第１
号雇均発0611第１号）
関連資料

行政機関

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0609/ninchisyosesak
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0609/ninchi
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0609/ninchi
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若年性認知症サポートセンターの取組

埼玉県・さいたま市



埼玉県・さいたま市 若年性認知症支援サポートセンター

2

2015年度の認知症施策推進総合戦略（新

オレンジプラン）に基づいて、各都道府県に

若年性認知症の相談窓口が設置され、関係

機関の調整役として若年性認知症支援コー

ディネーターが配置されることとなった。

埼玉県では2017年度から配置されている。

現在さいたま市浦和区に「若年性認知症サ

ポートセンター」の拠点を置き、若年性認知

症支援コーディネーターが県内の相談者に対

して電話やメール、来所や訪問にて対応して

いる。



埼玉県若年性認知症サポートセンターの業務

若年性認知症支援コーディネーター

若年性認知症の人や家族、支援関係専門職等からの医療や福祉サービスなど
生活全般にわたる相談対応や支援を行う専門職です。

•経済的な支援（社会保障制度の情報提供・手続き支援）
•本人・家族の支援
•医療機関との連携・情報提供

総合相談

（電話・訪問）

•就労継続（会社との相談など）

•再就職の支援（障害者雇用・福祉的就労等）
就労支援

•居場所づくり

•地域でのネットワーク構築

社会参加に

関する支援
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企業向け若年性認知症セミナー 年１回開催（動画配信）

自立支援ネットワーク研修 年１回開催（対面・動画配信）

企業の人事や労務担当者に対し、若年性認知症を発症してもできる限り就労を継続するこ
とができるよう、若年性認知症の方への理解を促進するために実施する。

R7年度セミナー（令和８年２月２日～3月9日配信）
1.埼玉県における若年性認知症の施策について
2.共にはたらくを実現するために～障害者雇用の実践から～（仮題）
3.若年性認知症の方と共に“はたらく”を考える（仮題）
4.一般雇用から福祉的就労へ～本人・企業・支援機関それぞれの視点から～（仮題）

4

支援に関わる専門職等に対し、若年性認知症の方が利用できる社会資源に関する情報や
特性に配慮した日常生活上の支援、就労上の支援等のために必要な知識や技術を高めるた
めに実施する。



新規相談者数実績（令和元年～6年）
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新規相談時の就労状況
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R1/4月～R7/3月の新規相談者集計 ｎ＝772

相談時の就労状況

就労中 272

35.2%

退職 195

25.3%

就労無 175

22.7%

休職中 27

3.5%

転職 1

0.1%

不明・その他 
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年度別就労に関する相談件数
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相談内容 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

就労継続に関すること 72 62 70 119 128 114

転職・再就職に関すること 15 66 75 61 42 123

合計（件） 87 128 145 180 170 237

相談内容 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

就労継続に関すること 6.86% 3.52% 3.33% 5.98% 6.18% 4.07%

転職・再就職に関すること 1.43% 3.75% 3.57% 3.07% 2.03% 4.39%

合計（件） 8.29% 7.27% 6.89% 9.05% 8.20% 8.46%

継続相談者の就労に関する延件数

継続相談者の就労に関する延件数の全体に占める割合



再就職事例数

8

2021年度

50歳代 男性 特例子会社 障害者雇用

50歳代 女性 介護保険事業 障害者雇用

50歳代 男性 障害者総合支援法 就労B

40歳代 男性 特例子会社 障害者雇用

2022年度

40歳代 男性 障害者総合支援法 就労B

40歳代 男性 特例子会社 障害者雇用

60歳代 男性 社会福祉法人 一般就労（パート）

40歳代 男性 障害者総合支援法 就労B

60歳代 男性 特例子会社 障害者雇用

40歳代 男性 障害者総合支援法 就労B

60歳代 男性 特例子会社 障害者雇用

50歳代 女性 障害者総合支援法 就労A

若年性認知症サポートセンターに相談後、再就職したケース。

2023年度

50歳代 女性 障害者総合支援法 就労B

60歳代 男性 障害者総合支援法 就労B

50歳代 男性 障害者総合支援法 就労B

50歳代 男性 障害者総合支援法 就労B

50歳代 男性 特例子会社 障害者雇用

2024年度

60歳代 男性 障害者総合支援法 就労A

40歳代 男性 障害者総合支援法 就労B

50歳代 男性 障害者総合支援法 就労B

50歳代 男性 障害者総合支援法 就労B

50歳代 女性 障害者総合支援法 就労B

60歳代 男性 障害者総合支援法 就労B

60歳代 女性 障害者総合支援法 就労B



治療と仕事の両立支援に関する活動状況(埼玉産業保健総合支援センター) 

 

１．治療と仕事の両立支援事業実績                   （単位：件） 

主な業務の項目 R4 年度 R5 年度 R6 年度 
R７年度 

(4～7月) 

相 談 59 62 62 28 

個別訪問支援 11 38 54 17 

 

２．両立支援出張相談窓口の状況（R6 年度） 

令和４年度まで出張相談窓口開設１病院、令和７年度９月現在出張相談窓口開設 10 病院 

No. 病院 開設日 窓口開設日時 
相談件数 

（紹介含む） 
相談内容・対応事例等 

1 A R6.7.1 随時 1 

〇主治医からは職場復帰可能の診断

書が出ているが、会社の産業医からは

職場復帰不可と判断された。会社とし

ては産業医の職場復帰可能の判断が

なければ職場復帰を認めないとのこ

と。 

⇒職場復帰可否の最終的な判断は産

業医ではなく事業者が行う旨を説明し

た。「事業場における治療と仕事の両

立支援のためのガイドライン」の説明 

両立支援の進め方、労働者(患者)の勤

務情報を主治医に提供し、主治医の

意見を求めるやり取りについて説明す

るとともにこれら資料を会社の人事へ

提出するようアドバイスした。 

３月に本人、産業医、事業者の面談予

定。結果によっては再度相談依頼する

とのこと。社会保険労務士有資格者の

促進員が対応した。 

4/10 職場復帰との連絡あり（3/27） 

2 B H30.7.1 随時 0 ― 

3 C R5.7.20 随時 0 ― 

4 D R5.10.1 
第 3 水曜日 

13 時～16 時 
2 

〇自分の病気のことを他の職員にどの

ように伝えたら良いか。職場復帰する

際会社として配慮が必要な場合どのよ

うに配慮を求めるのが良いか。 

⇒伝え方についてアドバイスを行うとと

もに、事業者の同意が得られれば、会

社に個別訪問し両立支援の進め方の

説明等することが出来る旨説明した。

労働衛生専門職が対応した。 

5 E R5.10.1 
第 3 木曜日 

11 時～14 時 
4 

〇主治医が作成した職場復帰可能と

の診断書を会社に提出したところ、会

社からは職場復帰できるか分からな

い、会社の弁護士、社会保険労務士

に相談するとのことで職場復帰できる

か不安。 

⇒会社に産業医がいる場合は産業医



に相談すること。 

職場復帰にあたり会社で心配している

こと、どのような配慮が必要かなど「事

業場における治療と仕事の両立支援

のためのガイドライン」の様式例を参考

に主治医と情報のやり取りを行うとよい

ことを説明した。 

職場復帰が認められない場合は、認め

られない理由や原因を確認することを

説明した。 

〇傷病手当金、障害年金の相談 

⇒社会保険労務士有資格者の促進員

が対応した。 

6 F R5.11.1 随時 0 ― 

7 G R5.12.1 
第 2 水曜日 

14 時～16 時 
2 

〇手術後、抗がん剤治療も行った方が

良いと言われた。するしないは本人次

第だが迷っている。職場に休職期間の

延長を何度も申し出るのは言いにく

い。 

⇒休職期間については MAX の１年半

で申請しておき、副作用があまりなく働

けそうならその時に早めに復帰したい

旨を伝えておくことを助言した。 

産業カウンセラー・キャリアコンサルタ

ント有資格者の促進員が対応した。 

8 H R5.12.1 
第 2 木曜日 

13 時～16 時 
1 

〇病院のソーシャルワーカーからの相

談で、妊娠を理由に解雇されてしまっ

た外国人労働者について 

⇒妊娠を理由とした解雇は禁止されて

いる。解雇理由が妊娠以外の理由で

はないかを確認することが必要。もし妊

娠を理由とした解雇である場合は労働

局の総合労働相談コーナーへ相談す

るとよい。労働局には外国人対応窓口

もあるので必要に応じて案内してくれる

と伝えた。 

社会保険労務士有資格者の促進員が

対応した。 

9 I R6.5.1 随時 1 

〇派遣社員、主な仕事はパソコンの入

力作業。同じ職場に戻れると良いのだ

が。来週派遣元と面談の予定あり。 

その他、今後の働き方に関することに

ついての相談あり。 

⇒キャリアコンサルタント有資格者の促

進員が対応した。 

10 J R6.7.1 随時 0 ― 

   合   計 11  









ー

埼玉県地域両立支援推進チームは、
治療と仕事の両立を考える患者（労働者）をサポートします！

埼玉労働局 埼玉県 埼玉県医師会 埼玉県経営者協会 連合埼玉 埼玉県社会保険労務士会 埼玉県立がんセンター
埼玉県医療社会事業協会 埼玉産業保健総合支援センター 日本産業カウンセラー協会北関東支部 日本キャリア開発協会

治療 両立ナビ 🔍検索
または、こちらから

日本ｷｬﾘｱ開発協会
両立支援ｷｬﾘｱｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

病気なった後の仕事のこと、
生活のこと等に関する相談

患者治療を続けながら
働きたい

治療費が気になる

症状・副作用
が心配

相談内容に応じた
相談先があるよ。

埼玉県社会保険労務士会
総合労働相談所・年金相談センター

面談形式での相談 ▼申込みはこちら▼

産業保健総合支援
センター相談窓口

電話・メール
からの相談

個別訪問・
個別調整
支援

▼申込みはこちら▼

埼玉労働局
総合労働相談コーナー

職場でのトラブル・労働に
関する相談

電話相談・来所相談 ▼詳細はこちら▼

埼玉県
仕事と生活の両立支援相談窓口

電話・HPからの相談
企業へのアドバイザー派遣

▼詳細はこちら▼

埼玉県
がんワンストップ相談

就労中・休業中のがん患者
の方の悩みに関する相談

▼申込みはこちら▼電話・オンライン
・対面での相談

埼玉県立がんセンター
患者サポートセンター

がんの治療、自宅での生活、
仕事など、あらゆることへ
の相談 ▼詳細はこちら▼
電話・面談形式の相談

日本産業ｶｳﾝｾﾗｰ協会
北関東支部

職場でのこと、キャリアで
のこと、自分のこと

▼詳細はこちら▼面談形式での相談

※有料です

埼玉県若年性認知症
サポートセンター

若年性認知症のご家族ご本
人からの社会保障・医療・
就労支援等に関する相談

電話・面談形式等で
の相談

▼申込みはこちら▼
電話・面談形式の相談

治療と仕事の両立に関する制
度や働き方の相談

仕事と生活（介護・子育て・病気治
療）の両立に関する相談

治療と仕事の両立支援
事業場を訪問し、両立支援制度導入を
サポートします。

埼玉産業保健
総合支援センター

治療と仕事の両立支援
事業場を訪問し、両立支援制度導入を
サポートします。

電話・対面・
メールでの相談

個別訪問支援
個別調整支援

▼申込みはこちら▼



 

制定 平成 29 年 9 月 19 日 

改正 令和４年 11 月 25 日 

改正 令和 6 年 4 月 10 日 

改正 令和７年 4 月 22 日 

改正 令和７年 9 月 29 日 

 

埼玉県地域両立支援推進チーム規約 

 

 

１ 目的 

 地域の実情に応じた治療と仕事の両立支援のため、地域の関係機関及び関係者による

ネットワークを構築し、連携した取組を行うことによって両立支援の促進を図ることを

目的とする。 

 

２ 名称 

  名称は「埼玉県地域両立支援推進チーム」とする。 

 

３ 構成 

  構成員は、別添「埼玉県地域両立支援推進チーム構成員名簿」に記載のものとする。 

  なお、構成員は、埼玉県地域両立支援推進チームおよび関係機関の意見等を踏まえ、

変更することができる。 

 

４ 会議の開催 

  令和８年までの間、原則として毎年１回開催する。 

 

５ 実施内容 

  治療と仕事の両立支援を効果的に実施するため、下記の取組を行う。 

（１）両立支援に係る参集者の属する各機関における取組の実施状況の共有 

（２）各機関の取組に係る連携（相互の周知協力等） 

（３）相談窓口の支援連携に係る各機関の役割分担及び連絡先の共有および周知 

（４）地域における両立支援コーディネーターの周知・活動の支援 

（５）埼玉地域における企業向け及び患者（労働者）向けパンフレットの作成 

（６）両立支援ガイドライン・病気休暇制度や地域版パンフレットを活用した両立支援

の周知・啓発 

（７）埼玉県産業保健総合支援センターのホームページを活用した両立支援の周知 

（８）その他、必要に応じ埼玉県内独自の周知・啓発のための事業の実施、イベントの

企画・開催 

 

６ 事務局は、埼玉労働局労働基準部健康安全課に置き、運営に係る連絡調整等必要な事務

を行う。 

 

７ その他 

本規約は、令和４年 11 月 25 日から施行する。 



 

 

別添 

 

埼玉県地域両立支援推進チーム構成員 

 

令和７年９月 29 日時点 

 

（労使機関） 

大谷
おおたに

 誠一
せいいち

  日本労働組合総連合会埼玉県連合会 事務局長 

廣澤
ひろさわ

 健一
けんいち

  一般社団法人埼玉県経営者協会 専務理事・事務局長 

 

（医療機関） 

城谷
しろたに

 法子
の り こ

  公益社団法人埼玉県医療社会事業協会 

   地方独立行政法人埼玉県立病院機構埼玉県立がんセンター 

患者サポートセンター 副技師長（医療ソーシャルワーカー） 

寺師
て ら し

 良樹
よ し き

  一般社団法人埼玉県医師会 常任理事(学術、産業保健担当） 

別府
べ っ ぷ

 武
たけし

  地方独立行政法人埼玉県立病院機構埼玉県立がんセンター 

副病院長・患者サポートセンター長 

 

（外部支援機関） 

新井
あ ら い

 寧
やすし

  一般社団法人日本産業カウンセラー協会北関東支部 支部長 

生田
い く た

 美
み

希
き

  埼玉県若年性認知症サポートセンター 

若年性認知症支援コーディネーター 

近藤
こんどう

 明美
あ け み

  埼玉県社会保険労務士会 特定社会保険労務士 

武田
た け だ

 昌代
ま さ よ

     埼玉産業保健総合支援センター 副所長 

 滝田
た き た

 信行
のぶゆき

  埼玉産業保健総合支援センター 両立支援担当専門職 

高荷
た か に

 和久
かずひさ

  特定非営利活動法人日本キャリア開発協会 アドバイザー 

 

（行政機関） 

鈴木
す ず き

 久美子
く み こ

     埼玉県保健医療部疾病対策課  課長 

田中
た な か

 陽子
よ う こ

     埼玉県保健医療部疾病対策課 主幹（がん対策担当） 

大石
おおいし

 彩可
あ や か

  埼玉県保健医療部疾病対策課 主任（がん対策担当） 

関根
せ き ね

 昌
まさ

浩
ひろ

  埼玉県産業労働部雇用・人材戦略課 課長 

大藏
おおくら

 絢子
あ や こ

   埼玉県産業労働部雇用・人材戦略課 主幹 

桒
くわ

田
た

 志
し

帆
ほ

  埼玉県産業労働部雇用・人材戦略課 主任 



 

今井
い ま い

 隆元
たかゆき

  埼玉県福祉部地域包括ケア課 課長 

𠮷
よし

川
かわ

 証
あかし

  埼玉県福祉部地域包括ケア課 主幹（認知症虐待防止担当） 

神岡
かみおか

 智樹
と も き

        埼玉県福祉部地域包括ケア課 主任（認知症虐待防止担当） 

稲葉
い な ば

 典
のり

行
ゆき

  埼玉労働局労働基準部 部長 
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